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○宮崎大学農学部附属農業博物館規程

平成16年４月１日
制 定

（趣旨）
第１条 宮崎大学農学部附属農業博物館（以下「博物館」という ）の組織運営については、別に。
定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

（目的）
第２条 博物館は、農業に関する調査研究を行い、実物標本、模型、文献等（以下「資料等」とい
う ）を収集・保管・展示することにより関連分野の研究教育に資するとともに、一般にも公開。
して地域社会の産業・文化の発展に寄与することを目的とする。

（事業）
第３条 博物館は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。
(1) 資料等の収集、保管及び展示
(2) 資料等に関する専門的、技術的な調査研究
(3) 農業に関する講習会、研究会等の開催並びにこれらの事業の援助
(4) 農業相談の窓口
(5) その他目的達成に必要な事業

（組織）
第４条 博物館に研究部門、事業部門を置く。
２ 博物館の分室として宮崎大学農学部歴史資料室を置く。

（職員）
第５条 博物館に館長、専任教員、研究部員及び事業部員を置き、それぞれ次の職務を行う。
(1) 館長は、博物館の管理運営の全般を統括し、重要な事項については学部長に報告しなければ
ならない。

（2) 専任教員は、館長の命を受け、博物館の業務に従事する。
(3) 研究部員は、資料等に関する専門的、技術的な調査研究を行う。
(4) 事業部員は、博物館が行う事業を企画立案し、その業務を行う。

（館長等の選考）
第６条 館長の選考については、別に定めるところによる｡
２ 館長の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。
３ 前条第３号及び第４号の職員は館長が推薦し、農学部長が任命する。
４ 前項に定める職員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。

（運営委員会）
（ 「 」第７条 宮崎大学農学部附属施設規程第５条の規定に基づき農業博物館運営委員会 以下 委員会

という ）を置く。。
２ 委員会の組織及び運営等については、別に定める｡

（事務）
第８条 博物館の事務は、農学部事務部において処理する。

（雑則）
第９条 この規程に定めるもののほか、博物館の組織及び運営に関する必要な事項は別に定める。

附 則
この規程は、平成16年４月１日から施行する。


